
  
京 都 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 の 組 織 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 
 （前 略） 
（附属教育研究施設） 
第９条 農学研究科に、次に掲げる附属の教育研究
施設を置く。 
農場 
牧場 
２ 附属の教育研究施設のうち、農場は、他の大学
の利用に供するものとする。 
３～５ （略） 
 （後 略） 

 
（附属教育研究施設） 
第９条  
 
 
 
２ 附属の教育研究施設は、他の大学の利用に供する
ものとする。 
３～５ （同 左） 
 
   附 則 
 この規程は、平成２８年４月１９日から施行する。 

 

（同 左） 


